
粗大ごみ粗大ごみ
祝日・年末年始
収集なし
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祝日・年末年始
収集なし
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再利用・
再生利用
できるもの

燃えるごみ燃えるごみ

年末年始を除き、
祝日も収集

注意事項（燃えるごみ）
＊12月29日から1月3日の間、収集はありません。年末
の特別収集につきましては、『広報おおやまざき』12月
号及び町HPにて改めてお知らせします。

＊ごみ排出量や交通状況により、収集時刻が前後する場
合がございますが、朝8時までに出してください。

＊ごみを出した後は必ずネットをかけてください。

＊缶・ビン及び金属等の資源ごみを混在されている場合、
収集しません。

●　 毎週月・木曜日または火・金曜日（収集地域については下図参
　　 照）の朝8時まで に、決められた場所（可燃ごみステーション

またはご自宅前。決められた場所がご不明な場合には、経済
環境課へお問合わせください。）へ出してください。

●　缶・ビン等は資源ごみへ分別をお願いします。
●　1住戸につき100ℓ（45ℓ容量のごみ袋2袋）まで無料で収集し

ます。
●　100ℓをこえて出されるときは、前日（前日が休庁日の場合は、直前

の開庁日）の午後5時までに町経済環境課へ数量をご連絡くださ
い。事前のご連絡がない場合には収集しません。（超過分は有料）

●　収集日の前日にごみを出さないでください。
●　指定ごみ袋への切換えをお願いします。

●　 指定日の朝7時から9時まで に、最寄りの資源ごみステー
ションへ出してください。

●　設置されているごみカゴへ、分別して出してください。
●　指定日以外や収集日の前日にごみを出さないでください。

●　いずれか一辺が50㎝以上であるものは、粗大ごみです。
●　原則として 毎週月曜日の午前と木曜日の午後 に、事前申込制・
有料で収集します。（町公式LINE、電話または庁舎窓口）

●　家電リサイクル法対象品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機）やパソコンについては、町では収集し
ません。詳細は4～6頁をご覧ください。

●　まだ使えるものは、お捨てになる前に「町民リサイクル制度」
や民間のリユースショップ等のご利用をご検討ください。

●　新聞紙、書籍、雑誌類、段ボール、古布類などは、地域の集
団回収へ出してください。

●　飲料用アルミ付紙パックは、回収ボックスを経済環境課（役
場庁舎2階21番）窓口に設置しています。
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粗大ごみの出し方（事前申込制・有料）

　ご家庭でご不要になった家具類・電化製品など、縦、横または高さのいずれか1辺の長さが
50cm以上のものは、粗大ごみとして有料で処理します。まだ使えるものは、「町民リサイクル制度」
や民間のリユースショップ等のご利用をご検討ください。

粗大ごみ処理の手順
１　申込
・町公式LINE、電話（経済環境課：075-956-2101）または庁舎窓口（2階21番）で受付します。
（LINEは24時間受付、電話及び窓口は開庁時間）
・1日の受付件数には上限があり、先着順のため、繁忙期には2週間程度お待ちいただくこと
もあります。あらかじめご了承ください。

・お急ぎの場合は乙訓環境衛生組合への持込みも可能です。（下記 乙訓環境衛生組合への持ち
込み参照）

２　収集日時
・収集日時は原則、月曜日の午前9時から10時半、または、木曜日の午後1時から2時半です。
・収集車が進入できない地区の場合は、収集日時及び収集場所を調整させていただだく場合が
あります。

３　ごみの排出
・「有料粗大ごみ（集合住宅の場合は部屋番号も記入）」と書いた紙を粗大ごみに貼り付け、収
集日の収集開始時間までに出してください。

・受付内容と粗大ごみが異なる場合、収集できないことがありますのでご注意ください。

４　ごみ処理手数料のお支払い
・手数料のお支払いは、立会い時の現金払いまたは納付書での後払いが可能です。
・立会いされない場合は、手数料を記載した納付書を投函いたしますので、所定の期日までに
役場または金融機関の窓口でお支払いください。

５　ご注意
・お引越しの時等、一度に大量の粗大ごみを出される場合には、日程を調整させていただく可
能性があります。

・収集の際、建物内に入って粗大ごみを運び出すことは出来ません。
・家庭ごみとの申告をいただいても、その品目・数量などが客観的
に見て生活から出るものと判断しがたい場合には、家庭ごみとし
ての収集をお断りさせていただくことがあります。

【町では処理できないもの】

乙訓環境衛生組合への持込み（有料・事前申込制）
・上記の方法による排出がどうしても困難な場合には、ご自身で乙訓環境衛生組合へ持込
むことも可能です。

・電話（経済環境課：075-956-2101）または庁舎窓口（2階21番）で受付します。
・ごみの収集・運搬を町以外（事業者含む）に依頼することは違法です。

粗大ごみ料金表

注意 ・個数について特に定めのない品物については、それぞれ該当品物1個当たりの金額です。
 ・長さについての記載は、「縦、横または高さのいずれか1辺の長さ」を指します。
 ・この表に記載されていない品物には収集できないものもあります。
 　お申込みの時にお確かめください。
 ・5374.jpでも可燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみの分類・捨て方について記載していますのでご確認ください。

電化製品・ガス・石油機器類 家具・寝具類 趣味・スポーツ・レジャー用品 そ の 他 手数料
・窓用換気扇
・加湿器
・ガスコンロ
・ガスレンジ
・照明機器（電気スタンドを含む）
・除湿器
・ストーブ
・スピーカー（１本）
・ズボンプレッサー
・扇風機
・掃除機
・テレビアンテナ
・ファンヒーター
・布団乾燥機
・ホットプレート
・ミシン（卓上型）
・餅つき機
・湯沸器（1m未満）

・カラオケ演奏装置
  （1辺の長さが1m未満）
・食器乾燥機
・食器洗い乾燥機
・ステレオセット
  （1辺の長さが1m未満）
・電気こたつ
  （天板と一体になったものを含む）
・電子レンジ
・ホットカーペット（カバーを除く）
・ミシン（卓上型を除く）

・カラオケ演奏装置
  （1辺の長さが1m以上）
・ステレオセット
  （1辺の長さが1m以上）

・衣装箱
・いす（応接用を除く）
・傘立て
・カーペット
 （ホットカーペットカバー又は
　じゅうたんを含む、6畳未満）
・カラーボックス
・こたつ天板
・すだれ
・すのこ
・テーブル類
  （1辺の長さが1m未満）
・テレビ台、電話台等
  （1辺の長さが1m未満）
・布団（座布団5枚までを含む）
・ブラインド
・ベッド（ベビーベッド）
・よしず
・ワゴン
  （1辺の長さが1m未満）
・ハンガーラック
・ビーズクッション

・アコーディオンカーテン
・いす（応接用で1人用のもの、
　応接用を除いた、2人以上のもの）
・カーペット
 （ホットカーペットカバー又は
　じゅうたんを含む、6畳以上）
・鏡台
・スタンドミラー
・靴箱（1辺の長さが1m未満）
・サイドボード
  （1辺の長さが1m未満）
・棚（1辺の長さが1m未満）
・たんす（1辺の長さが1m未満）
・ベッド（シングル、
　ベッドマットレスを除く）
・マットレス（スプリングのないもの）
・ロッカー
  （1辺の長さが1m未満）

・机（両袖机を除く）
・テーブル類
  （1辺の長さが1m以上）
・テレビ台、電話台等
  （1辺の長さが1m以上）
・ワゴン
  （1辺の長さが1m以上）

・いす（応接用で2人以上用のもの）
・ソファベッド
・下駄箱
  （１辺の長さが1m以上）
・サイドボード
  （1辺の長さが1m以上）
・棚（1辺の長さが1m以上）
・たんす（1辺の長さが1m以上）
・机（両袖机）
・ベッド（2段・ダブル・セミダブル。
　ベッドマットレスを除く）
・ロッカー
　（1辺の長さが1m以上）

・楽器
 （キーボード・ギター・卓上用）
・楽器（1辺の長さが1m未満）
・クーラーボックス
・ゴルフ用具（一式）
・サーフボード
・自動車用品
 （キャリア、チャイルドシート）
・スキー用具（一式）
・スノーボード
・釣りざお（５本まで）
・テント（家庭用・一式）
・ビーチパラソル
・マッサージ機（いす型以外）

・楽器
  （1辺の長さが1m以上、ただし
　　オルガンを除く）
・健康器具
  （電動式器具を除く）
・ゴムボート
・自動車用品（ルーフボックス）

・卓球台

・楽器（オルガン）
  （ピアノは不可）
・健康器具（電動式器具）
・マッサージ機（いす型）

・ベッド（リクライニング機能付等）
・マットレス（スプリングのあるもの）

・アイロン台
・網戸
・簡易式洋式便座
　（暖房便座、ウォシュレット、
　ポータブルトイレを含む）
・車いす（電動式を除く）
・子供用遊具等
　（1辺の長さが1m未満）
・作業用具
　（一輪車、スコップ、脚立等）
・自転車（20インチ未満、バッテリーは除く）
・水槽（1辺の長さが1m未満）
・スーツケース
・ストーブガード
・とい（長さが1m未満。5本まで）
・トタン板、波板（長さが1m未満。
   5枚まで）
・生ごみ堆肥化容器
・ペット小屋（1辺の長さが1m未満）
・ベビーカー
・ホースリール（ホースを含む）
・物干し竿（4m以下。5本まで）
・物干し台（土台なし）
・その他（1辺の長さが1m未満）

・物置
  （組立式のものであって、広さが
    １畳以下で解体してあるもの・
    高さが１m以上）
・物干し台（土台付き）
・その他
  （1辺の長さが1m以上）

５２０円

１，０４０円

１，５７０円

２，０９０円

3，140円

・ガラス戸（障子、ふすま含む）
・子供用遊具等
  （1辺の長さが1m以上）
・自転車（20インチ以上、バッテリーは除く）
・作業用具（草刈機、芝刈機）
・畳（１帖あたり。ただし最大集量
　は10枚まで）
・とい（長さが1m以上。5本まで）
・トタン板、波板（長さが1m以上。
　5枚まで）
・水槽（1辺の長さが1m以上）
・ペット小屋
  （1辺の長さが1m以上）
・物置
  （組立式のものであって、広さが
    １畳以下で解体してあるもの・
    高さが１m未満）

【5374.jp】
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粗大ごみの出し方（事前申込制・有料）

　ご家庭でご不要になった家具類・電化製品など、縦、横または高さのいずれか1辺の長さが
50cm以上のものは、粗大ごみとして有料で処理します。まだ使えるものは、「町民リサイクル制度」
や民間のリユースショップ等のご利用をご検討ください。

粗大ごみ処理の手順
１　申込
・町公式LINE、電話（経済環境課：075-956-2101）または庁舎窓口（2階21番）で受付します。
（LINEは24時間受付、電話及び窓口は開庁時間）
・1日の受付件数には上限があり、先着順のため、繁忙期には2週間程度お待ちいただくこと
もあります。あらかじめご了承ください。

・お急ぎの場合は乙訓環境衛生組合への持込みも可能です。（下記 乙訓環境衛生組合への持ち
込み参照）

２　収集日時
・収集日時は原則、月曜日の午前9時から10時半、または、木曜日の午後1時から2時半です。
・収集車が進入できない地区の場合は、収集日時及び収集場所を調整させていただだく場合が
あります。

３　ごみの排出
・「有料粗大ごみ（集合住宅の場合は部屋番号も記入）」と書いた紙を粗大ごみに貼り付け、収
集日の収集開始時間までに出してください。

・受付内容と粗大ごみが異なる場合、収集できないことがありますのでご注意ください。

４　ごみ処理手数料のお支払い
・手数料のお支払いは、立会い時の現金払いまたは納付書での後払いが可能です。
・立会いされない場合は、手数料を記載した納付書を投函いたしますので、所定の期日までに
役場または金融機関の窓口でお支払いください。

５　ご注意
・お引越しの時等、一度に大量の粗大ごみを出される場合には、日程を調整させていただく可
能性があります。

・収集の際、建物内に入って粗大ごみを運び出すことは出来ません。
・家庭ごみとの申告をいただいても、その品目・数量などが客観的
に見て生活から出るものと判断しがたい場合には、家庭ごみとし
ての収集をお断りさせていただくことがあります。

【町では処理できないもの】

乙訓環境衛生組合への持込み（有料・事前申込制）
・上記の方法による排出がどうしても困難な場合には、ご自身で乙訓環境衛生組合へ持込
むことも可能です。

・電話（経済環境課：075-956-2101）または庁舎窓口（2階21番）で受付します。
・ごみの収集・運搬を町以外（事業者含む）に依頼することは違法です。

粗大ごみ料金表

注意 ・個数について特に定めのない品物については、それぞれ該当品物1個当たりの金額です。
 ・長さについての記載は、「縦、横または高さのいずれか1辺の長さ」を指します。
 ・この表に記載されていない品物には収集できないものもあります。
 　お申込みの時にお確かめください。
 ・5374.jpでも可燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみの分類・捨て方について記載していますのでご確認ください。

電化製品・ガス・石油機器類 家具・寝具類 趣味・スポーツ・レジャー用品 そ の 他 手数料
・窓用換気扇
・加湿器
・ガスコンロ
・ガスレンジ
・照明機器（電気スタンドを含む）
・除湿器
・ストーブ
・スピーカー（１本）
・ズボンプレッサー
・扇風機
・掃除機
・テレビアンテナ
・ファンヒーター
・布団乾燥機
・ホットプレート
・ミシン（卓上型）
・餅つき機
・湯沸器（1m未満）

・カラオケ演奏装置
  （1辺の長さが1m未満）
・食器乾燥機
・食器洗い乾燥機
・ステレオセット
  （1辺の長さが1m未満）
・電気こたつ
  （天板と一体になったものを含む）
・電子レンジ
・ホットカーペット（カバーを除く）
・ミシン（卓上型を除く）

・カラオケ演奏装置
  （1辺の長さが1m以上）
・ステレオセット
  （1辺の長さが1m以上）

・衣装箱
・いす（応接用を除く）
・傘立て
・カーペット
 （ホットカーペットカバー又は
　じゅうたんを含む、6畳未満）
・カラーボックス
・こたつ天板
・すだれ
・すのこ
・テーブル類
  （1辺の長さが1m未満）
・テレビ台、電話台等
  （1辺の長さが1m未満）
・布団（座布団5枚までを含む）
・ブラインド
・ベッド（ベビーベッド）
・よしず
・ワゴン
  （1辺の長さが1m未満）
・ハンガーラック
・ビーズクッション

・アコーディオンカーテン
・いす（応接用で1人用のもの、
　応接用を除いた、2人以上のもの）
・カーペット
 （ホットカーペットカバー又は
　じゅうたんを含む、6畳以上）
・鏡台
・スタンドミラー
・靴箱（1辺の長さが1m未満）
・サイドボード
  （1辺の長さが1m未満）
・棚（1辺の長さが1m未満）
・たんす（1辺の長さが1m未満）
・ベッド（シングル、
　ベッドマットレスを除く）
・マットレス（スプリングのないもの）
・ロッカー
  （1辺の長さが1m未満）

・机（両袖机を除く）
・テーブル類
  （1辺の長さが1m以上）
・テレビ台、電話台等
  （1辺の長さが1m以上）
・ワゴン
  （1辺の長さが1m以上）

・いす（応接用で2人以上用のもの）
・ソファベッド
・下駄箱
  （１辺の長さが1m以上）
・サイドボード
  （1辺の長さが1m以上）
・棚（1辺の長さが1m以上）
・たんす（1辺の長さが1m以上）
・机（両袖机）
・ベッド（2段・ダブル・セミダブル。
　ベッドマットレスを除く）
・ロッカー
　（1辺の長さが1m以上）

・楽器
 （キーボード・ギター・卓上用）
・楽器（1辺の長さが1m未満）
・クーラーボックス
・ゴルフ用具（一式）
・サーフボード
・自動車用品
 （キャリア、チャイルドシート）
・スキー用具（一式）
・スノーボード
・釣りざお（５本まで）
・テント（家庭用・一式）
・ビーチパラソル
・マッサージ機（いす型以外）

・楽器
  （1辺の長さが1m以上、ただし
　　オルガンを除く）
・健康器具
  （電動式器具を除く）
・ゴムボート
・自動車用品（ルーフボックス）

・卓球台

・楽器（オルガン）
  （ピアノは不可）
・健康器具（電動式器具）
・マッサージ機（いす型）

・ベッド（リクライニング機能付等）
・マットレス（スプリングのあるもの）

・アイロン台
・網戸
・簡易式洋式便座
　（暖房便座、ウォシュレット、
　ポータブルトイレを含む）
・車いす（電動式を除く）
・子供用遊具等
　（1辺の長さが1m未満）
・作業用具
　（一輪車、スコップ、脚立等）
・自転車（20インチ未満、バッテリーは除く）
・水槽（1辺の長さが1m未満）
・スーツケース
・ストーブガード
・とい（長さが1m未満。5本まで）
・トタン板、波板（長さが1m未満。
   5枚まで）
・生ごみ堆肥化容器
・ペット小屋（1辺の長さが1m未満）
・ベビーカー
・ホースリール（ホースを含む）
・物干し竿（4m以下。5本まで）
・物干し台（土台なし）
・その他（1辺の長さが1m未満）

・物置
  （組立式のものであって、広さが
    １畳以下で解体してあるもの・
    高さが１m以上）
・物干し台（土台付き）
・その他
  （1辺の長さが1m以上）

５２０円

１，０４０円

１，５７０円

２，０９０円

3，140円

・ガラス戸（障子、ふすま含む）
・子供用遊具等
  （1辺の長さが1m以上）
・自転車（20インチ以上、バッテリーは除く）
・作業用具（草刈機、芝刈機）
・畳（１帖あたり。ただし最大集量
　は10枚まで）
・とい（長さが1m以上。5本まで）
・トタン板、波板（長さが1m以上。
　5枚まで）
・水槽（1辺の長さが1m以上）
・ペット小屋
  （1辺の長さが1m以上）
・物置
  （組立式のものであって、広さが
    １畳以下で解体してあるもの・
    高さが１m未満）

【5374.jp】
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化
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用
　
●
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減
量
化
に
役
立
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す
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●中身を取り除いて洗って出してください。
●つぶして出してください。

●ふたや栓をはずして出してください。
●中身を取り除いて洗って出してください。

●中身をよく洗い出してください。
●食品や中身が付着したものは出さないでくだ
さい。（よごれがとれないものは「燃えるごみ」に）
●洗ったものは、乾かして出してください。

●水銀電池（ボタン電池）・充電式電池は、販
売店で引き取ってもらってください。
●蛍光灯は、割らないで出してください。

●キャップ及びラベルシールは、はずして容器
包装プラスチック類へ出してください。
●水洗いして踏みつぶしてください。
●異物を混入させないでください。

●50㎝まで。それ以上のものは粗大ごみです。

●電球・針・カミソリなど危険なものは紙に包
んで「危険」と表示してください。

●スプレー缶類は完全に使い切って、火気のな
い屋外で適切にガス抜きをしてください。
●ライターは完全に使い切って出してください。

●台所ごみはよく水を切り、
　ごみ袋等に入れ、口を結ん
　で出してください。

●100ℓまでは無料です。
　超過分は有料です。要申込☎956-2101

容器・包装
プラスチッ
ク類

そ の 他

不 燃 物

スプレー缶類
ガスライター

粗大ごみ
犬・猫など動物の死体
新聞紙、チラシ、雑誌、ダンボール等
家の補修等で出た
ごみ

木の枝、草、竹

町では収集しません

筒　型
乾電池
・
蛍光灯

カ　ン

ビ　ン

ペット
ボトル

資

　
　
　
　源

　
　
　
　物

有
害
ご
み

※事前申込制、有料。（２ページをご覧ください。）

空カン類

P E T

カミソリ ホットジャー

カレー

味噌

つぶして出してください。

テンプラ油を
しみこませ固
めたもの

貝がら、卵のからなど
汚れた
ビニール袋

台所のごみ

革ぐつ

長ぐつ

カバン

枝きれ・木くずなどは長さ50㎝未満、
直径 5㎝未満に切って出してください。

枝きれ

カセットテープ、ビデオテープ
（1回10個まで）

木くず草・竹・木

スーパーの袋 玉子ケース 海苔
菓子
紅茶

インスタント食品
カップ類

肉・魚・野菜・総菜トレー

トイレット
ペーパーの袋

米の袋
汎用ポリ袋

食用油の容器

シャンプー
リンスの容器

チューブや
洗剤のキャップ

ペットボトルのキャップ
及びラベルシール
入浴剤のフタ

プリン・アイスクリーム

インスタント食品の
プラスチック容器

豆腐

ヨーグルト

一升びんやビールびん
はなるべく酒屋さん等
の回収ルートに出して
ください。

われたもの

空ビン類

（注）ビンやペットボトルについているプラスチック製の
　　　キャップは、「容器・包装プラスチック類」に、金属製
　　　のキャップは、「その他不燃物」に出してください。

←このマークの
　入っているもの
　のみ。

飲 料 用：炭酸飲料、お茶、コーヒー等の容器
酒 類 用：日本酒、焼酎、本みりん等の容器
調味料用：しょうゆ、めんつゆ、ポン酢、たれ、みりん風調味料、食酢、調味酢、
　　　　　ドレッシングタイプ等
（注）※食用油脂を含むもの、簡易な洗浄で内容物や臭いが除去できないものは、燃えるごみ。

鍋・やかん・炊飯器
等の金属製品類

CD

ラジオ等の小型電化製品

割れた蛍光灯植木鉢・
　陶器類

耐熱ガラス及び
ガラスビン以外のガラス

電球類
ガラスコップ

スプレー缶類

蛍光灯

使い捨てライター
（完全に使い切ってください）

乾電池・コイン型電池（型番号CR・BR） ボタン電池
（型番号LR・SR・PR等） 電池を「燃えるごみ」には

絶対に出さないでください。
収集車や処理施設で発火事
故につながります。

ＬＥＤ蛍光灯は、
その他不燃物へ
出して下さい。スマートフォン・ゲーム機の

充電式電池は出せません。
販売店へ

ビニール袋にくるみ、ダンボール箱に入れて役場2階の経済環境課まで。　1体2,120円　土日祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は不可。

土…自己処理してください。　ボタン電池（型記号 LR・SR・PR等）・充電式電池
タイヤ・バッテリー・オイル等自動車部品、ガスボンベ、バイク（部品を含む）、耐火金庫、薬品…販売店へ　　　　ガソリン、灯油…販売店またはガソリンスタンド等へ
ペンキ、シンナー等…使い切りが原則。やむを得ない場合は販売店へ　　　　　　　　　　消火器…販売店もしくは取扱店
テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機…協力の電気店へ（10ページ参照）　　ピアノ、オイルヒーター…販売店または取扱店へ
事業活動で出るごみ　・事業系一般廃棄物…町内許可業者に依頼または、直接処理場へ持ち込み（届け出要）　　・産業廃棄物…許可業者に依頼

注射針等の医療系の廃棄物…かかりつけの医院等へ

木の枝…直径５㎝長さ50㎝未満は45ℓのごみ袋に入れて燃えるごみ、直径が10㎝長さ1.5ｍ未満は粗大ごみ、それ以上は収集不可
草…堆肥化をお考えください。草を排出する場合は、乾燥させてから45ℓのごみ袋に入れて出してください。竹…直径10cm、長さ50cm未満のみ収集可能です。長さ50cm以上の竹は収集不可。

業者に依頼した場合は、産業廃棄物…業者に処理責任があります
日曜大工等、自身で行った場合…少量の場合で、50㎝未満は燃えるごみあるいは資源ごみ（その他不燃物）。50㎝以上は粗大ごみ。ブロック・レンガ等は入手先や取り扱い店へ引き取りを相談し
てください。引き取り先がない場合は町へご相談ください。日曜大工の範ちゅうを越えるものは収集不可。乙訓環境衛生組合へ持ち込む場合（有料）は町経済環境課へお問い合わせください。

地域の集団回収あるいは古紙回収業者へ出す等「再資源化」してください。「ダンボール」も古紙回収へ。ご協力をお願いします。　地域の集団回収（こども会）の回収日等についてはこども会、もしくは経済環境課にご確認をお願いします。

縦、横または高さのいずれかの1辺の長さが50㎝以上の家具、レジャー用品、日用品等と、
テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・パソコン以外の電化製品

発泡スチロールで　マークの
ついていないもの

発泡スチロールで　マークの
ついているもの

（注）塗料、シンナー、オイル等の缶は
その他、不燃物です。

花火・マッチ
火薬を取り除くか、
使用済みにしてください（　　　　　　　　 　）

50㎝
未満

50㎝
未満

5㎝

5㎝

※ご注意
　ペットボトルは
　　 のみの日には
　収集しません！

CR △△△△
＋
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再利用・再生利用できるもの

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機及びパソコンは、家庭ごみとして出
すことはできません。
廃棄にあたっては、「収集・運搬料金」および「リサイクル料金」（品目や店舗によって異なり
ますが、合計 5,000 円～ 10,000 円程度です）が必要です。廃棄方法は次のとおりです。

● 対象電化製品（パソコンを除く）の廃棄方法
＊購入先・再購入先の小売店にご依頼ください。購入された小売店がご不明な場合には、協
　力店に引取りをご相談ください。

＊いずれかの集積場へご自身で搬入してください（事前に郵便局にて「リサイクル料金」を
振り込みます。「収集・運搬料金」は不要）。

家電リサイクル

ジョーシン長岡京店 長岡京市神足四ノ坪 1-2 958－2301
店　名 住　　所 電話番号

嶋崎運送㈱ 伏見区横大路六反畑57‒4 604－6055
日本通運㈱京都指定取引場所 伏見区淀美豆町 414-10 748－9345
美山運輸㈱ 南区吉祥院石原堂ノ後町43 693－7757

店　名 住　　所 電話番号

町周辺の
協力店

　裏が銀色のアルミ付きの紙パック（野菜ジュース・豆乳・酒などの紙容器）については、庁
舎窓口（2階21番）に回収ボックスを設置し、回収を行っております。

飲料用アルミ付き紙パック

　庁舎窓口（2階21番）に回収ボックスを設置しています。なお、回収品に残された情報等により、
所有者または第三者に損害が生じた場合、町は一切の責任を負いかねますので、事前に端末の
データ削除および初期化をお願いします。

携帯電話・スマートフォン

　新聞紙、雑誌類、書籍、段ボール、古布類などは地域の集団回収へ出し、再資源化の推進に
ご協力ください。回収日時等は、実施主体であるこども会や自治会・町内会によって異なります。
近隣の方にお尋ねください。（感熱紙、コーティングされた紙、カーボン紙、圧着はがき、点字
用紙はリサイクルできないので、燃えるごみとして廃棄してください。）

古紙の再資源化にご協力ください

● パソコンの廃棄方法（いずれかの事業者に引取りを依頼）
＊各メーカー
＊一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会（☎03-5282-7685）
＊リネットジャパンリサイクル株式会社（☎0570-085-800）
インターネット申込み後、ご自身で梱包。翌日以降に宅配業者の方が回収に来られます。
パソコンのほか、周辺機器や小型家電の引取りも依頼できます。

町民リサイクル制度

　町民の皆さま同士で、ご不要になった日用品を譲り合っていただく制度です。
なお、譲り渡し、譲り受けは無償でお願いします。詳細は、町ホームページにて
ご確認ください。

そ　の　他

家庭ごみとしては出せません

●ペットが亡くなったとき（犬が亡くなった場合には鑑札を返却）
　ビニール袋等へ入れ、段ボール箱等へ収めて庁舎窓口（2階21番）へお持ちください。引取り
には１頭につき 2,120 円の手数料がかかります。　

●野生動物の遺体を発見されたとき
　ご自身の所有地内で発見された場合には、ビニール袋等へ入れ、段ボール箱等へ収めて庁舎窓口
（2階21番）へお持ちください。公道・公園・河川敷等で発見された場合には、その正確な位置
をお電話にてご連絡ください。

動物の遺体

破損した水銀式の温度計等を放置すると、水銀が気化し、人の健康に悪影響を及ぼすおそれが
あります。液溜めの部分を布やラップにくるんだうえで、本体ごとケースや瓶に密封して庁舎窓口
（2階21番）へお持ちください。

水銀式の温度計・体温計・血圧計等

有料粗大ごみや燃えるごみの処理手数料には減免の制度があります。生活保護を受給されて
いる方・災害を受けた方などが対象となります。減免を希望される方は申請書の提出が必要です。
詳しくはお電話（075-956-2101）または庁舎窓口（2階21番）にてお問い合わせください。

ごみ処理手数料の減免について

消 火 器

＊土砂・石等は、お庭等へ撒くなどしてご自身で処理をしてください。困難な場合には、購入先
の小売店等へご相談ください。

＊医療系廃棄物は、かかりつけの医院等へご返却ください。特に注射器や注射針は、ごみに混入
していると作業員がケガをしたり、感染症にかかったりするおそれがあり大変危険ですので、
決して出さないでください。

＊オイルヒーター、ガスボンベ、金庫、ピアノ、自動車部品燃料、バッテリー、ボタン電池・充
電式電池、塗料・溶剤、薬品などの廃棄については、取扱店・販売店へご相談ください。

＊事業活動に伴って生じたごみは「事業系廃棄物」に分類され、家庭ごみとして出すことは違法
です。「一般廃棄物」の処理については、町の許可業者へ収集・運搬をご依頼ください。また、「産
業廃棄物」の処理については、府の許可業者へご依頼ください。なお、ご自身で乙訓環境衛生
組合へ持ち込まれる場合には、町経済環境課への届け出が必要です。

㈲乙訓防火サービス 長岡京市友岡 3丁目 9-1 874－1190
店　名 住　　所 電話番号町周辺の

協力店

取扱店にご依頼ください。処分料が必要です。必ず事前にご確認ください。
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再利用・再生利用できるもの

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機及びパソコンは、家庭ごみとして出
すことはできません。
廃棄にあたっては、「収集・運搬料金」および「リサイクル料金」（品目や店舗によって異なり

ますが、合計 5,000 円～ 10,000 円程度です）が必要です。廃棄方法は次のとおりです。

● 対象電化製品（パソコンを除く）の廃棄方法
＊購入先・再購入先の小売店にご依頼ください。購入された小売店がご不明な場合には、協
　力店に引取りをご相談ください。

＊いずれかの集積場へご自身で搬入してください（事前に郵便局にて「リサイクル料金」を
振り込みます。「収集・運搬料金」は不要）。

家電リサイクル

ジョーシン長岡京店 長岡京市神足四ノ坪 1-2 958－2301
店　名 住　　所 電話番号

嶋崎運送㈱ 伏見区横大路六反畑57‒4 604－6055
日本通運㈱京都指定取引場所 伏見区淀美豆町 414-10 748－9345
美山運輸㈱ 南区吉祥院石原堂ノ後町43 693－7757

店　名 住　　所 電話番号

町周辺の
協力店

　裏が銀色のアルミ付きの紙パック（野菜ジュース・豆乳・酒などの紙容器）については、庁
舎窓口（2階21番）に回収ボックスを設置し、回収を行っております。

飲料用アルミ付き紙パック

　庁舎窓口（2階21番）に回収ボックスを設置しています。なお、回収品に残された情報等により、
所有者または第三者に損害が生じた場合、町は一切の責任を負いかねますので、事前に端末の
データ削除および初期化をお願いします。

携帯電話・スマートフォン

　新聞紙、雑誌類、書籍、段ボール、古布類などは地域の集団回収へ出し、再資源化の推進に
ご協力ください。回収日時等は、実施主体であるこども会や自治会・町内会によって異なります。
近隣の方にお尋ねください。（感熱紙、コーティングされた紙、カーボン紙、圧着はがき、点字
用紙はリサイクルできないので、燃えるごみとして廃棄してください。）

古紙の再資源化にご協力ください

● パソコンの廃棄方法（いずれかの事業者に引取りを依頼）
＊各メーカー
＊一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会（☎03-5282-7685）
＊リネットジャパンリサイクル株式会社（☎0570-085-800）
インターネット申込み後、ご自身で梱包。翌日以降に宅配業者の方が回収に来られます。
パソコンのほか、周辺機器や小型家電の引取りも依頼できます。

町民リサイクル制度

　町民の皆さま同士で、ご不要になった日用品を譲り合っていただく制度です。
なお、譲り渡し、譲り受けは無償でお願いします。詳細は、町ホームページにて
ご確認ください。

そ　の　他

家庭ごみとしては出せません

●ペットが亡くなったとき（犬が亡くなった場合には鑑札を返却）
　ビニール袋等へ入れ、段ボール箱等へ収めて庁舎窓口（2階21番）へお持ちください。引取り
には１頭につき 2,120 円の手数料がかかります。　

●野生動物の遺体を発見されたとき
　ご自身の所有地内で発見された場合には、ビニール袋等へ入れ、段ボール箱等へ収めて庁舎窓口
（2階21番）へお持ちください。公道・公園・河川敷等で発見された場合には、その正確な位置
をお電話にてご連絡ください。

動物の遺体

破損した水銀式の温度計等を放置すると、水銀が気化し、人の健康に悪影響を及ぼすおそれが
あります。液溜めの部分を布やラップにくるんだうえで、本体ごとケースや瓶に密封して庁舎窓口
（2階21番）へお持ちください。

水銀式の温度計・体温計・血圧計等

有料粗大ごみや燃えるごみの処理手数料には減免の制度があります。生活保護を受給されて
いる方・災害を受けた方などが対象となります。減免を希望される方は申請書の提出が必要です。
詳しくはお電話（075-956-2101）または庁舎窓口（2階21番）にてお問い合わせください。

ごみ処理手数料の減免について

消 火 器

＊土砂・石等は、お庭等へ撒くなどしてご自身で処理をしてください。困難な場合には、購入先
の小売店等へご相談ください。
＊医療系廃棄物は、かかりつけの医院等へご返却ください。特に注射器や注射針は、ごみに混入
していると作業員がケガをしたり、感染症にかかったりするおそれがあり大変危険ですので、
決して出さないでください。
＊オイルヒーター、ガスボンベ、金庫、ピアノ、自動車部品燃料、バッテリー、ボタン電池・充
電式電池、塗料・溶剤、薬品などの廃棄については、取扱店・販売店へご相談ください。
＊事業活動に伴って生じたごみは「事業系廃棄物」に分類され、家庭ごみとして出すことは違法
です。「一般廃棄物」の処理については、町の許可業者へ収集・運搬をご依頼ください。また、「産
業廃棄物」の処理については、府の許可業者へご依頼ください。なお、ご自身で乙訓環境衛生
組合へ持ち込まれる場合には、町経済環境課への届け出が必要です。

㈲乙訓防火サービス 長岡京市友岡 3丁目 9-1 874－1190
店　名 住　　所 電話番号町周辺の

協力店

取扱店にご依頼ください。処分料が必要です。必ず事前にご確認ください。
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ごみの減量・まちの美化にご協力ください

•可燃ごみステーションで利用するごみ散乱防止ネットを購入される方に補助金を交付します。
•補助額最大5千円
•個人宅で利用するものについては対象外です。
•詳細については、町ホームページをご確認ください。

ごみ散乱防止ネットの購入費用を補助します（ステーションのみ）

•生ごみ処理機を購入し、ごみの減量に取り組まれる方に補助金を交付します。
•補助額最大6万円
•補助率　購入金額の2/3（税抜き）
•詳細については、町ホームページをご確認ください。

生ごみ処理機の購入費用を補助します

大山崎町では「大山崎町アップサイクル ─古着に花が咲く─」事業を展開しており、古着や古布を回
収しています。
皆さんから回収した古着は、土の代わりになるポリエステル培地に「アップサイクル」されます。そして、
その培地を使って、まちを彩る花や緑を育てていきます。
あなたの古着が花や緑あふれるまちにつながります。
古着を持ち込むだけの簡単な「まちづくり」に参加してみませんか。
回収場所、注意点、回収できないもの等につきましては町ホームページをご確認ください。

アップサイクル事業（古着回収）

町では、向日市・長岡京市と共通の指定ごみ袋を導入しています。
現在は、併用可能な期間としており、完全な切替えについて検討しているところ
です。
お使いのごみ袋の買い置きがなくなりましたら、指定ごみ袋への切り替えをお願い
します。
これまでも、地域のみなさまにはごみの分別と減量にご協力いただいておりますが、
その取り組みをさらに広げるため、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

指定ごみ袋の使用について

快適な生活環境の保持と美化の推進のため、5月下旬にごみゼロ運動、9月下旬にクリーン作戦の実施を
予定しております。
町内各所に手袋とごみ袋を設置し、町内一斉清掃にご協力をいただきます。
自治会・町内会に加入されていない方もぜひご参加ください。

ごみゼロ運動・クリーン作戦にご協力ください
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A グループ　 　ごみ出し予定表� 令和7年度 B グループ　 　ごみ出し予定表� 令和7年度 C グループ　 　ごみ出し予定表� 令和7年度 D グループ　 　ごみ出し予定表� 令和7年度

燃えるごみ燃えるごみ 毎週 ◯・◯ 曜日
※祝日含む。年末年始は収集休みあり

燃えるごみ燃えるごみ 毎週 月・木 曜日
※祝日含む。年末年始は収集休みあり

燃えるごみ燃えるごみ 毎週 火・金 曜日
※祝日含む。年末年始は収集休みあり

燃えるごみ燃えるごみ 毎週 月・木 曜日
※祝日含む。年末年始は収集休みあり

資源ごみ資源ごみ

全 種
第 1・3

火
第 2・4

火

資源ごみ資源ごみ

全 種
第 1・3

水
第 2・4

水

資源ごみ資源ごみ

全 種
第 1・3

木
第 2・4

木

資源ごみ資源ごみ

全 種
第 1・3

金
第 2・4

金
4月 全 種 1・15 8・22 4月 全 種 2・16 9・23 4月 全 種 3・17 10・24 4月 全 種 4・18 11・25
5月 全 種 4/30・20 13・27 5月 全 種 7・21 14・28 5月 全 種 1・15 8・22 5月 全 種 2・16 9・23
6月 全 種 3・17 10・24 6月 全 種 4・18 11・25 6月 全 種 5・19 12・26 6月 全 種 6・20 13・27
7月 全 種 1・15 8・22 7月 全 種 2・16 9・23 7月 全 種 3・17 10・24 7月 全 種 4・18 11・25
8月 全 種 5・19 12・26 8月 全 種 6・20 13・27 8月 全 種 7・21 14・28 8月 全 種 1・15 8・22
9月 全 種 2・16 9・ 22 9月 全 種 3・17 10・24 9月 全 種 4・18 11・25 9月 全 種 5・19 12・26
10月 全 種 7・21 14・28 10月 全 種 1・15 8・22 10月 全 種 2・16 9・23 10月 全 種 3・17 10・24
11月 全 種 4・18 11・25 11月 全 種 5・19 12・26 11月 全 種 6・20 13・27 11月 全 種 7・21 14・28
12月 全 種 2・16 9・23 12月 全 種 3・17 10・24 12月 全 種 4・18 11・25 12月 全 種 5・19 12・26
1月 全 種 6・20 13・27 1月 全 種 7・21 14・28 1月 全 種 8 ・22 15・29 1月 全 種 9 ・23 16・30
2月 全 種 3・17 10・24 2月 全 種 4・18 9 ・25 2月 全 種 5・19 12・26 2月 全 種 6・20 13・27
3月 全 種 3・17 10・24 3月 全 種 4・18 11・25 3月 全 種 5・19 12・26 3月 全 種 6・ 23 13・27

※注意 □囲みは変則日程（曜日変更）　
　　　 祝日の収集はありません。

※注意 □囲みは変則日程（曜日変更）　
　　　 祝日の収集はありません。

※注意 □囲みは変則日程（曜日変更）　
　　　 祝日の収集はありません。

※注意 □囲みは変則日程（曜日変更）　
　　　 祝日の収集はありません。

粗大ごみ粗大ごみ
〇収集日　毎週月曜日 AM・木曜日 PM
〇申　込　町公式 LINE・電話・庁舎窓口
　　　　　（TEL：経済環境課 075-956-2101）（裏面参照）

粗大ごみ粗大ごみ
〇収集日　毎週月曜日 AM・木曜日 PM
〇申　込　町公式 LINE・電話・庁舎窓口
　　　　　（TEL：経済環境課 075-956-2101）（裏面参照）

粗大ごみ粗大ごみ
〇収集日　毎週月曜日 AM・木曜日 PM
〇申　込　町公式 LINE・電話・庁舎窓口
　　　　　（TEL：経済環境課 075-956-2101）（裏面参照）

粗大ごみ粗大ごみ
〇収集日　毎週月曜日 AM・木曜日 PM
〇申　込　町公式 LINE・電話・庁舎窓口
　　　　　（TEL：経済環境課 075-956-2101）（裏面参照）

E グループ　 　ごみ出し予定表� 令和7年度 F グループ　 　ごみ出し予定表� 令和7年度 G グループ　 　ごみ出し予定表� 令和7年度 H グループ　 　ごみ出し予定表� 令和7年度

燃えるごみ燃えるごみ 毎週 ◯・◯ 曜日
※祝日含む。年末年始は収集休みあり

燃えるごみ燃えるごみ 毎週 火・金 曜日
※祝日含む。年末年始は収集休みあり

燃えるごみ燃えるごみ 毎週 火・金 曜日
※祝日含む。年末年始は収集休みあり

燃えるごみ燃えるごみ 毎週 月・木 曜日
※祝日含む。年末年始は収集休みあり

資源ごみ資源ごみ

全 種
第 2・4

火
第 1・3

火

資源ごみ資源ごみ

全 種
第 2・4

水
第 1・3

水

資源ごみ資源ごみ

全 種
第 2・4

木
第 1・3

木

資源ごみ資源ごみ

全 種
第 2・4

金
第 1・3

金
4月 全 種 8・22 1・15 4月 全 種 9・23 2・16 4月 全 種 10・24 3・17 4月 全 種 11・25 4・18
5月 全 種 13・27 4/30・20 5月 全 種 14・28 7・21 5月 全 種 8・22 1・15 5月 全 種 9・23 2・16
6月 全 種 10・24 3・17 6月 全 種 11・25 4・18 6月 全 種 12・26 5・19 6月 全 種 13・27 6・20
7月 全 種 8・22 1・15 7月 全 種 9・23 2・16 7月 全 種 10・24 3・17 7月 全 種 11・25 4・18
8月 全 種 12・26 5・19 8月 全 種 13・27 6・20 8月 全 種 14・28 7・21 8月 全 種 8・22 1・15
9月 全 種 9・ 22 2・16 9月 全 種 10・24 3・17 9月 全 種 11・25 4・18 9月 全 種 12・26 5・19
10月 全 種 14・28 7・21 10月 全 種 8・22 1・15 10月 全 種 9・23 2・16 10月 全 種 10・24 3・17
11月 全 種 11・25 4・18 11月 全 種 12・26 5・19 11月 全 種 13・27 6・20 11月 全 種 14・28 7・21
12月 全 種 9・23 2・16 12月 全 種 10・24 3・17 12月 全 種 11・25 4・18 12月 全 種 12・26 5・19
1月 全 種 13・27 6・20 1月 全 種 14・28 7・21 1月 全 種 15・29 8 ・22 1月 全 種 16・30 9 ・23
2月 全 種 10・24 3・17 2月 全 種 9 ・25 4・18 2月 全 種 12・26 5・19 2月 全 種 13・27 6・20
3月 全 種 10・24 3・17 3月 全 種 11・25 4・18 3月 全 種 12・26 5・19 3月 全 種 13・27 6・ 23

※注意 □囲みは変則日程（曜日変更）　
　　　 祝日の収集はありません。

※注意 □囲みは変則日程（曜日変更）　
　　　 祝日の収集はありません。

※注意 □囲みは変則日程（曜日変更）　
　　　 祝日の収集はありません。

※注意 □囲みは変則日程（曜日変更）　
　　　 祝日の収集はありません。

粗大ごみ粗大ごみ
〇収集日　毎週月曜日 AM・木曜日 PM
〇申　込　町公式 LINE・電話・庁舎窓口
　　　　　（TEL：経済環境課 075-956-2101）（裏面参照）

粗大ごみ粗大ごみ
〇収集日　毎週月曜日 AM・木曜日 PM
〇申　込　町公式 LINE・電話・庁舎窓口
　　　　　（TEL：経済環境課 075-956-2101）（裏面参照）

粗大ごみ粗大ごみ
〇収集日　毎週月曜日 AM・木曜日 PM
〇申　込　町公式 LINE・電話・庁舎窓口
　　　　　（TEL：経済環境課 075-956-2101）（裏面参照）

粗大ごみ粗大ごみ
〇収集日　毎週月曜日 AM・木曜日 PM
〇申　込　町公式 LINE・電話・庁舎窓口
　　　　　（TEL：経済環境課 075-956-2101）（裏面参照）



粗大ごみの出し方 粗大ごみの出し方 粗大ごみの出し方 粗大ごみの出し方
1. 申込

町公式 LINE・電話（経済環境課：075-956-2101）・庁舎
窓口 21 番窓口で受付

2. 収集日時
原則、月曜日の午前 9 時から 10 時半・木曜日の午後 1 時
から 2 時半

3. ごみの排出
「有料粗大ごみ（集合住宅の場合は部屋番号も記入）」と
書いた紙を貼り付け、収集日の収集時間までに出してく
ださい。

4. ごみ処理手数料のお支払い
手数料のお支払いは、立会い時の現金払いまたは納付書
での後払いが可能です。立会いされない場合は、手数料
を記載した納付書を投函いたしますので、所定の期日ま
でに役場または金融機関の窓口でお支払いください。

〇乙訓環境衛生組合への持込み（有料・事前申込制）
・�上記の方法による排出がどうしても困難な場合には、

ご自身で乙訓環境衛生組合へ持込むことも可能です。
・�電話（経済環境課：075-956-2101）または庁舎窓口（2

階 21 番）で受付します。

※詳細はごみの出し方をご確認ください。

1. 申込
町公式 LINE・電話（経済環境課：075-956-2101）・庁舎
窓口 21 番窓口で受付

2. 収集日時
原則、月曜日の午前 9 時から 10 時半・木曜日の午後 1 時
から 2 時半

3. ごみの排出
「有料粗大ごみ（集合住宅の場合は部屋番号も記入）」と
書いた紙を貼り付け、収集日の収集時間までに出してく
ださい。

4. ごみ処理手数料のお支払い
手数料のお支払いは、立会い時の現金払いまたは納付書
での後払いが可能です。立会いされない場合は、手数料
を記載した納付書を投函いたしますので、所定の期日ま
でに役場または金融機関の窓口でお支払いください。

〇乙訓環境衛生組合への持込み（有料・事前申込制）
・�上記の方法による排出がどうしても困難な場合には、

ご自身で乙訓環境衛生組合へ持込むことも可能です。
・�電話（経済環境課：075-956-2101）または庁舎窓口（2

階 21 番）で受付します。

※詳細はごみの出し方をご確認ください。

1. 申込
町公式 LINE・電話（経済環境課：075-956-2101）・庁舎
窓口 21 番窓口で受付

2. 収集日時
原則、月曜日の午前 9 時から 10 時半・木曜日の午後 1 時
から 2 時半

3. ごみの排出
「有料粗大ごみ（集合住宅の場合は部屋番号も記入）」と
書いた紙を貼り付け、収集日の収集時間までに出してく
ださい。

4. ごみ処理手数料のお支払い
手数料のお支払いは、立会い時の現金払いまたは納付書
での後払いが可能です。立会いされない場合は、手数料
を記載した納付書を投函いたしますので、所定の期日ま
でに役場または金融機関の窓口でお支払いください。

〇乙訓環境衛生組合への持込み（有料・事前申込制）
・�上記の方法による排出がどうしても困難な場合には、

ご自身で乙訓環境衛生組合へ持込むことも可能です。
・�電話（経済環境課：075-956-2101）または庁舎窓口（2

階 21 番）で受付します。

※詳細はごみの出し方をご確認ください。

1. 申込
町公式 LINE・電話（経済環境課：075-956-2101）・庁舎
窓口 21 番窓口で受付

2. 収集日時
原則、月曜日の午前 9 時から 10 時半・木曜日の午後 1 時
から 2 時半

3. ごみの排出
「有料粗大ごみ（集合住宅の場合は部屋番号も記入）」と
書いた紙を貼り付け、収集日の収集時間までに出してく
ださい。

4. ごみ処理手数料のお支払い
手数料のお支払いは、立会い時の現金払いまたは納付書
での後払いが可能です。立会いされない場合は、手数料
を記載した納付書を投函いたしますので、所定の期日ま
でに役場または金融機関の窓口でお支払いください。

〇乙訓環境衛生組合への持込み（有料・事前申込制）
・�上記の方法による排出がどうしても困難な場合には、

ご自身で乙訓環境衛生組合へ持込むことも可能です。
・�電話（経済環境課：075-956-2101）または庁舎窓口（2

階 21 番）で受付します。

※詳細はごみの出し方をご確認ください。

粗大ごみの出し方 粗大ごみの出し方 粗大ごみの出し方 粗大ごみの出し方
1. 申込

町公式 LINE・電話（経済環境課：075-956-2101）・庁舎
窓口 21 番窓口で受付

2. 収集日時
原則、月曜日の午前 9 時から 10 時半・木曜日の午後 1 時
から 2 時半

3. ごみの排出
「有料粗大ごみ（集合住宅の場合は部屋番号も記入）」と
書いた紙を貼り付け、収集日の収集時間までに出してく
ださい。

4. ごみ処理手数料のお支払い
手数料のお支払いは、立会い時の現金払いまたは納付書
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資源ごみ収集日程表 で囲った日程は、通常と変わって
いますのでご注意ください。
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祝日の収集はありません。
変則日程にご注意ください。

とりはずしてご覧ください。 とりはずしてご覧ください。
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簡易版のA・Eグループについては、
可燃ごみ収集の月木地域と火金地域が
混在しているので、ご記入ください。
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● 当日の朝７時から９時までの間に出してください。
● 祝日の収集はありません。
● 詳しい日程は、裏面をご覧ください。
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